事業所評価加算評価基準
１　事業所評価加算の評価対象となる利用者
(1)　評価の対象となる事業所で、選択的サービスの加算を連続して３月以上算定した。
（上記選択的サービスは同一のものでなくても可）
(2)　上記算定より後の月に要支援認定の更新又は変更認定を受けている。
(3)　９月末までに選択的サービスの提供を受け、１０月末までに更新・変更認定が行われた。（ただし、評価対象期間を過ぎて請求されてきた場合は評価対象とならない。）
２　評価の対象となる期間

１月１日から１２月３１日まで（基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た年においては、届出の日から同年１２月までの期間）。
３　評価対象事業所

(1)　評価対象期間における当該指定介護予防通所サービス事業所の利用実人員数が１０名以上であること。
(2)　要支援度の維持者数＋１ランク改善者数×５＋２ランク改善者数×１０／評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを３月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数＞２

・１ランク改善；要支援２→要支援１、要支援１→非該当
・２ランク改善；要支援２→非該当

